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第３回智頭町議会定例会会議録 

 

平成２６年９月２４日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．諸般の報告 

 第 ３．議案第５７号 平成２５年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定につい 

            て 

 第 ４．議案第５８号 平成２５年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 第 ５．議案第５９号 平成２５年度智頭町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第 ６．議案第６０号 平成２５年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 

            入歳出決算の認定について 

 第 ７．議案第６１号 平成２５年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 第 ８．議案第６２号 平成２５年度智頭町公共下水道事業特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 第 ９．議案第６３号 平成２５年度智頭町農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 第１０．議案第６４号 平成２５年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第１１．議案第６５号 平成２５年度智頭町介護保険サービス事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 第１２．議案第６６号 平成２５年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 第１３．議案第６７号 平成２５年度智頭町水道事業会計決算の認定について 

 第１４．議案第６８号 平成２５年度智頭町病院事業会計決算の認定について 

 第１５．議案第６９号 平成２６年度智頭町一般会計補正予算（第３号） 

 第１６．議案第７０号 平成２６年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算 

            （第２号） 
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 第１７．議案第７１号 平成２６年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第 

            ２号） 

 第１８．議案第７２号 平成２６年度智頭町水道事業会計補正予算（第２号） 

 第１９．議案第７３号 平成２６年度智頭町病院事業会計補正予算（第１号） 

 第２０．議案第７４号 智頭町景観条例の制定について 

 第２１．議案第７５号 早期退職希望者の募集及び認定に関する条例の制定につ 

            いて 

 第２２．議案第７６号 智頭町特定教育・保育施設の運営に関する基準を定める 

            条例の制定について 

 第２３．議案第７７号 智頭町税条例の一部改正について 

 第２４．議案第７８号 智頭町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部 

            改正について 

 第２５．議案第７９号 智頭町特別医療費助成条例の一部改正について 

 第２６．議案第８０号 智頭町福祉事務所設置条例の一部改正について 

 第２７．議案第８１号 智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に 

            ついて 

 第２８．議案第８２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 第２９．議案第８３号 智頭町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 第３０．議案第８４号 智頭町教育委員会委員の任命について 

 第３１．議案第８５号 工事請負契約の締結についての一部変更について 

 第３２．議案第８６号 工事請負契約の締結についての一部変更について 

 第３３．議案第８７号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更について 

 第３４．陳情について 

 第３５．発議第 ７号 輝くまちづくり調査特別委員会の設置について 

 第３６．閉会中の継続調査の申し出について 

 第３７．議員派遣について 

 

１．会議に付した事件 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．諸般の報告 

 第 ３．議案第５７号 平成２５年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定につい 
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            て 

 第 ４．議案第５８号 平成２５年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 第 ５．議案第５９号 平成２５年度智頭町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第 ６．議案第６０号 平成２５年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 

            入歳出決算の認定について 

 第 ７．議案第６１号 平成２５年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 第 ８．議案第６２号 平成２５年度智頭町公共下水道事業特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 第 ９．議案第６３号 平成２５年度智頭町農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 第１０．議案第６４号 平成２５年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第１１．議案第６５号 平成２５年度智頭町介護保険サービス事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 第１２．議案第６６号 平成２５年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 第１３．議案第６７号 平成２５年度智頭町水道事業会計決算の認定について 

 第１４．議案第６８号 平成２５年度智頭町病院事業会計決算の認定について 

 第１５．議案第６９号 平成２６年度智頭町一般会計補正予算（第３号） 

 第１６．議案第７０号 平成２６年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算 

            （第２号） 

 第１７．議案第７１号 平成２６年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第 

            ２号） 

 第１８．議案第７２号 平成２６年度智頭町水道事業会計補正予算（第２号） 

 第１９．議案第７３号 平成２６年度智頭町病院事業会計補正予算（第１号） 

 第２０．議案第７４号 智頭町景観条例の制定について 

 第２１．議案第７５号 早期退職希望者の募集及び認定に関する条例の制定につ 

            いて 
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 第２２．議案第７６号 智頭町特定教育・保育施設の運営に関する基準を定める 

            条例の制定について 

 第２３．議案第７７号 智頭町税条例の一部改正について 

 第２４．議案第７８号 智頭町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部 

            改正について 

 第２５．議案第７９号 智頭町特別医療費助成条例の一部改正について 

 第２６．議案第８０号 智頭町福祉事務所設置条例の一部改正について 

 第２７．議案第８１号 智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に 

            ついて 

 第２８．議案第８２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 第２９．議案第８３号 智頭町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 第３０．議案第８４号 智頭町教育委員会委員の任命について 

 第３１．議案第８５号 工事請負契約の締結についての一部変更について 

 第３２．議案第８６号 工事請負契約の締結についての一部変更について 

 第３３．議案第８７号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更について 

 第３４．陳情について 

 第３５．発議第 ７号 輝くまちづくり調査特別委員会の設置について 

 第３６．閉会中の継続調査の申し出について 

 第３７．議員派遣について 

 

１．会議に出席した議員（１２名） 

    １番 大河原 昭 洋        ２番 高 橋 達 也 

    ３番 大 藤 克 紀        ４番 岩 本 富美男 

    ５番 中 野 ゆかり        ６番 平 尾 節 世 

    ７番 岸 本 眞一郎        ８番 徳 永 英太郎 

    ９番 石 谷 政 輝       １０番 酒 本 敏 興 

   １１番 南     肇       １２番 谷 口 雅 人 

 

１．会議に欠席した議員（なし） 

 

１．会議に出席した説明員（１７名） 



－５－ 

   町 長   寺 谷 誠一郎 

   副 町 長   金 児 英 夫 

   教 育 長   長 石 彰 祐 

   病 院 事 業 管 理 者   安 藤 嘉 美 

   総 務 課 長   葉 狩 一 樹 

   企 画 課 長   岡 田 光 弘 

   税 務 住 民 課 長   矢 部   整 

   教 育 課 長   西 沖 和 己 

   地 域 整 備 課 長   安 藤 充 憲 

   山 村 再 生 課 長   上 月 光 則 

   地 籍 調 査 課 長   草 刈 英 人 

   福 祉 課 長   國 政 昭 子 

   税務住民課参事兼水道課長   藤 森 啓 次 

   福 祉 課 参 事   江 口 礼 子 

   福 祉 課 参 事   小 谷 いず美 

   会 計 課 長   寺 坂 英 之 

   病 院 事 務 次 長   寺 谷 和 幸 

 

１．会議に出席した事務局職員（２名） 

   事 務 局 長   河 村 実 則 

   書 記   塚 越 奈緒子 

 

開 会 午後 ２時３０分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（谷口雅人）  ただいまの出席議員は１２名であります。定数に達してお

りますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 
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○議長（谷口雅人）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、５番、中野ゆかり議員、

６番、平尾節世議員を指名します。 

 

日程第２．諸般の報告 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２、諸般の報告を行います。 

  お手元に配付のとおり、議員派遣の結果報告書が提出されておりますので、ご

報告いたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

日程第３．議案第５７号から日程第１４．議案第６８号まで  １２案一括上程 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３、議案第５７号 平成２５年度智頭町一般会計歳

入歳出決算の認定についてから、日程第１４、議案第６８号 平成２５年度智頭

町病院事業会計決算の認定についてまでの１２議案を一括して議題とします。 

  この１２議案については、９月１２日の本会議において決算特別委員会に付託

しておりますので、審査の結果について決算特別委員長の報告を求めます。 

  １１番、南 肇議員。 

○１１番（南 肇）  ９月１２日の本会議において決算特別委員会に付託された

議案について慎重に審査しましたので、その結果について報告します。 

  今期定例会において付託を受けた議案第５７号 平成２５年度智頭町一般会計

歳入歳出決算の認定について、議案第５８号 平成２５年度智頭町国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第５９号 平成２５年度智頭町

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第６０号 平成２５年

度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

６１号 平成２５年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、議案第６２号 平成２５年度智頭町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、議案第６３号 平成２５年度智頭町農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第６４号 平成２５年度智頭町介護保険
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事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第６５号 平成２５年度智頭町

介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第６６号 平

成２５年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

６７号 平成２５年度智頭町水道事業会計決算の認定について及び議案第６８号 

平成２５年度智頭町病院事業会計決算の認定については、９月１７日、１８日、

１９日及び２４日に委員会を開き、慎重に審査した結果、妥当なものと認め、原

案のとおり認定すべきものと決定しました。 

  なお、附帯意見として、歳入においては、町税のさらなる徴収率の向上ととも

に、不納欠損等の抑制に努められたい。 

  歳出においては、精度の高い予算編成と的確な予算執行を行い、不用額の発生

を抑えるよう努力されたい。 

  また、政府の社会資本制度の見直しにより影響を受ける福祉医療施策の健全性

を保つため、さらなる財政健全化への取り組みを積極的に推進し、持続可能な行

政運営に努力されること、さらに議会と共有する行政評価の導入も推進されるこ

とを申し添え、委員長報告とします。 

  以上で本委員会における審査結果の報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  決算特別委員長の報告は終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  以上で決算特別委員長に対する質疑を終わります。 

  日程第３、議案第５７号 平成２５年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第５７号 平成２５年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 
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（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第４、議案第５８号 平成２５年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第５８号 平成２５年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第５、議案第５９号 平成２５年度智頭町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第５９号 平成２５年度智頭町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第６、議案第６０号 平成２５年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第６０号 平成２５年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第７、議案第６１号 平成２５年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第６１号 平成２５年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第８、議案第６２号 平成２５年度智頭町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第６２号 平成２５年度智頭町公共下水道事業特別会計歳入歳
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出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第９、議案第６３号 平成２５年度智頭町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第６３号 平成２５年度智頭町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第１０、議案第６４号 平成２５年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第６４号 平成２５年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 
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  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第１１、議案第６５号 平成２５年度智頭町介護保険サービス事業特別会

計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第６５号 平成２５年度智頭町介護保険サービス事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第１２、議案第６６号 平成２５年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第６６号 平成２５年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第１３、議案第６７号 平成２５年度智頭町水道事業会計決算の認定につ

いての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第６７号 平成２５年度智頭町水道事業会計決算の認定につい

てを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第１４、議案第６８号 平成２５年度智頭町病院事業会計決算の認定につ

いての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第６８号 平成２５年度智頭町病院事業会計決算の認定につい

てを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立を願いま

す。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

 

日程第１５．議案第６９号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１５、議案第６９号 平成２６年度智頭町一般会計

補正予算（第３号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



－１３－ 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第６９号 平成２６年度智頭町一般会計補正予算（第３号）を

採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１６．議案第７０号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１６、議案第７０号 平成２６年度智頭町公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７０号 平成２６年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７．議案第７１号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１７、議案第７１号 平成２６年度智頭町介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 
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  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７１号 平成２６年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１８．議案第７２号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１８、議案第７２号 平成２６年度智頭町水道事業

会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７２号 平成２６年度智頭町水道事業会計補正予算（第２

号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９．議案第７３号 



－１５－ 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１９、議案第７３号 平成２６年度智頭町病院事業

会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７３号 平成２６年度智頭町病院事業会計補正予算（第１

号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２０．議案第７４号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２０、議案第７４号 智頭町景観条例の制定につい

てを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７４号 智頭町景観条例の制定についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 



－１６－ 

 

日程第２１．議案第７５号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２１、議案第７５号 早期退職希望者の募集及び認

定に関する条例の制定についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７５号 早期退職希望者の募集及び認定に関する条例の制定

についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２２．議案第７６号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２２、議案第７６号 智頭町特定教育・保育施設の

運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７６号 智頭町特定教育・保育施設の運営に関する基準を定

める条例の制定についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 
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（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２３．議案第７７号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２３、議案第７７号 智頭町税条例の一部改正につ

いてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７７号 智頭町税条例の一部改正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２４．議案第７８号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２４、議案第７８号 智頭町社会体育施設の設置及

び管理に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７８号 智頭町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の

一部改正についてを採決します。 
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  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２５．議案第７９号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２５、議案第７９号 智頭町特別医療費助成条例の

一部改正についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７９号 智頭町特別医療費助成条例の一部改正についてを採

決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２６．議案第８０号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２６、議案第８０号 智頭町福祉事務所設置条例の

一部改正についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 
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  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８０号 智頭町福祉事務所設置条例の一部改正についてを採

決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２７．議案第８１号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２７、議案第８１号 智頭町営住宅の設置及び管理

に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８１号 智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改

正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２８．議案第８２号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２８、議案第８２号 人権擁護委員の推薦につき意

見を求めることについてを議題とします。 

  これから討論を行います。 



－２０－ 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案については、適任であるとの意見を付したいと思いますが、賛成の方は起

立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案については、適任であるとの意見を付することに決定しました。 

 

日程第２９．議案第８３号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２９、議案第８３号 智頭町固定資産評価審査委員

会委員の選任についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８３号 智頭町固定資産評価審査委員会委員の選任について

を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。 

 

日程第３０．議案第８４号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３０、議案第８４号 智頭町教育委員会委員の任命

についてを議題とします。 



－２１－ 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８４号 智頭町教育委員会委員の任命についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。 

 

日程第３１．議案第８５号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３１、議案第８５号 工事請負契約の締結について

の一部変更についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８５号 工事請負契約の締結についての一部変更についてを

採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり決定することに決定しました。 

 

日程第３２．議案第８６号 

 



－２２－ 

○議長（谷口雅人）  日程第３２、議案第８６号 工事請負契約の締結について

の一部変更についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８６号 工事請負契約の締結についての一部変更についてを

採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり決定することに決定しました。 

 

日程第３３．議案第８７号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３３、議案第８７号 智頭町過疎地域自立促進計画

の変更についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８７号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更についてを採決

します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり決定することに決定しました。 



－２３－ 

 

日程第３４．陳情について 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３４、陳情についてを議題とします。 

  ９月１２日の本会議において所管の常任委員会に付託した陳情について、審査

が終了した旨報告がありましたので、各常任委員長の報告を求めます。 

  初めに、総務常任委員長に審査結果の報告を求めます。 

  ９番、石谷政輝議員。 

○９番（石谷政輝）  総務常任委員会における陳情についての審査結果を報告し

ます。 

  ９月１２日に本会議において付託を受けた陳情について、９月１９日に委員会

を開き、慎重に審査した結果、陳情第１６号 陳情書は趣旨採択すべきものと決

定いたしました。 

  なお、附帯意見として、今後、町内において多くの管理に問題がある空き家屋

が発生することが予想されます。町民の安全・安心な生活を確保するため、早急

に条例等の整備を検討されることを申し添えます。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  委員長報告は終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で質疑並びに討論を終結し、直ちに採決します。 

  委員長の報告は、陳情第１４号 陳情書は趣旨採択です。 

  お諮りします。 

  本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本件は、委員長の報告のとおり決定しました。 

  次に、民生常任委員長の報告を求めます。 

  ７番、岸本眞一郎議員。 

○７番（岸本眞一郎）  民生常任委員会における陳情についての審査結果を報告

します。 

  ９月１２日に本会議において付託を受けた陳情について、９月１８日に委員会

を開き、慎重に審査した結果、陳情第１４号 土砂流出防止対策の実施に関する

要望書は採択、陳情第１５号 穂見川沿い急傾斜地における陳情は採択すべきも

のと決定しました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  委員長の報告は終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で質疑並びに討論を終結し、直ちに採決します。 

  委員長の報告は、陳情第１４号 土砂流出防止対策の実施に関する要望書は採

択、陳情第１５号 穂見川沿い急傾斜地に関する陳情は採択です。 

  お諮りします。 

  本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本件は、委員長の報告のとおり決定しました。 

 

日程第３５．発議第７号 

 



－２５－ 

○議長（谷口雅人）  日程第３５、発議第７号 輝くまちづくり調査特別委員会

の設置についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ９番、石谷政輝議員。 

○９番（石谷政輝）  本町の輝くまちづくりを推進するため、地方自治法第１１

０条及び智頭町議会委員会条例第５条の規定により、輝くまちづくり調査特別委

員会を設置し、事務事業の調査を行うため、発議する。 

  調査項目は、東日本大震災から学ぶ防災対策について。 

  委員の定数、１２名。 

  調査地、福島及び東京方面。 

  経費、本調査費に要する経費は予算の範囲内とする。 

  調査期間は調査終了までとし、議会閉会中も継続して調査を行うものとするが、

おおむね１１月上旬とする。 

  以上、趣旨説明を終わります。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で質疑並びに討論を終結し、これから発議第７号 輝くまちづくり調査特

別委員会の設置についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午後 ３時１２分 
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再 開 午後 ３時１２分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りします。 

  ただいま設置されました輝くまちづくり調査特別委員会の委員の選任について

は、委員会条例第６条第１項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり指名し

たいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、お手元に配付の名簿のとおり選任することに決定しました。 

  暫時休憩をします。 

休 憩 午後 ３時１３分 

再 開 午後 ３時１３分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  輝くまちづくり調査特別委員会の互選の結果、正副委員長が決まりましたので、

ご報告します。 

  委員長に石谷政輝議員、副委員長に岸本眞一郎議員。以上のとおりです。 

  なお、本案は、委員長より調査終了まで閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長の申し出のとおり、調査終了まで閉会中の継続調査とすることにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、委員長の申し出のとおり、調査終了までの閉会中の継続調査

とすることに決定しました。 

 

日程第３６．閉会中の継続調査の申し出について 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３６、閉会中の継続調査の申し出についてを議題と

します。 

  総務常任委員会、民生常任委員会、議会広報常任委員会、議会運営委員会の各
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委員長から、会議規則第７５条の規定により、閉会中の継続調査の申し出が出さ

れております。 

  お諮りします。 

  各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

 

日程第３７．議員派遣について 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３７、議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  議員派遣については、会議規則第１２０条の規定により、お手元に配付した資

料のとおり派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、お手元に配付した資料のとおり議員派遣をすることに決定しました。 

  以上で本日の会議は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  平成２６年第３回智頭町議会定例会を閉会します。 

 

閉 会 午後 ３時１５分 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により次に署名する。 

 

  平成２６年９月２４日 

 

                智頭町議会議長  谷  口  雅  人 

 

                智頭町議会議員  中  野  ゆ か り 

 

                智頭町議会議員  平  尾  節  世 

 

 

 


